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フランス経済における近年の規制緩和15項目
フランスは、過去2年で「大きく変革をとげている」と国際通貨基金（IMF）に評されています。2007年以降、フランスは多くの経済改革
を実施し、労働時間、労働市場、税制、起業活動、企業間競争、技術革新、商業開発、投資の有利性に関わる規則緩和を行いました。これらの改革は、フランスが極めて迅速かつ効果的に自己改革を遂げられる国であることを証明しています。同時に、フランスはヨーロッパで最も起業活動に有利な国（KPMG、2008年国別事業立地選定ガイド）として、さらに確かな地位を築いてくでしょう。
労働環境の弾力化
1． 労働日数の弾力化
→経営者・専門職の年間最大労働日数は、労使の合意があれば、現行の218日から235日まで拡大可能に。労働時間は時間単位ではなく、この年間労働日数を基準にしてカウントされる。
→労働時間管理に企業の裁量を：企業は残業時間とその代替休暇について、労使の交渉による取り決めが可能。
2． 雇用契約の弾力化
→当人との話し合いによる解雇が可能
→試用期間の延長（経営者・専門職については最大8ヵ月）
→雇用の新形態：特定の労務に対する18～36ヵ月間の雇用形態を導入。
税制上の規制緩和
3． 居住者にとってより有利な税制に
→所得税率の上限をイギリスと同率の40％まで引き下げ。
→地方税、一般社会税を含む税金総額の上限を総所得の50％へ引き下げ。
→以下の税を廃止。
　－証券取引税：全ての金融機関で廃止。
　－年間割当定額法人税（IFA= Imposition forfaitaire annuelle）：2009年の廃止が決定。
　－キャピタルゲイン：8年以上保有している株式について100％免税。
→減税措置：
　－革新的中小企業（SME）に投資する世帯に対しては、富裕税（ISF）の75％を、年間5万ユーロを上限として減税。
　－寄付基金
の設立者に対する税制優遇措置：アメリカにならった寄付基金制度。基金を設立した個人には寄付額の66％、企業には60％に相当する所得税を免除。
4． 納税上の安全のための法的整備　
→一般納税に関する事前審査制度
（rescrit fiscal）の導入。回答は3ヵ月以内に実施。
→社会保障に関する事前審査制度の導入：社会保障負担金を含む一般社会税のすべての免税に関して事前審査が可能。
→事前審査制度は、研究開発税額控除
と並んで企業の安定性を支える。
企業の新規設立に関連する規制緩和
5． 企業の新規設立を促す会計制度の創出
設立5年以内の企業は、合名会社と同じスタイルの税の適用を選択できる。アメリカのシステム同様、事業主は課税対象となる収入から赤字分を差し引くことができ、有限責任という法の庇護のもと、事業を行うことができる。
6． 多様な企業形態に対する法の簡素化
→単純型株式資本会社（SAS）
：独立監査人の任命を不要にし、最低資本金額を撤廃。
→株式会社（SA、アメリカの「Inc.」に相当）：株式の保有および譲渡に関する規定の簡素化。
7． 民間セクターのビジネスチャンスの拡大
→公共サービスへの新規参入：資金調達、構想、建設、公共の建物・機械の維持管理などを、公的機関から民間セクターへ長期的に委託することが可能に。一例として、スタジアム、病院、駅、空港、IT、インフラなど。
→港湾の民営化：2015年までに商業活動(貨物の取扱、ターミナル運営など)を民間に移譲し、国内の港湾の生産性と競争力を高める。
競争に関する規制緩和
8． 電気・ガス業界における供給会社/流通業者間の料金設定の自由化
従来一律に設定されていた電気・ガスの料金が、供給会社と個々の流通業者との間で自由に設定可能に。
9． 販売促進と在庫一掃セールの機会拡大　
→在庫一掃セールができる期間を年間で2週間延長
→年間を通じての販売促進が可能に。
研究開発のための税の優遇措置
10． OECD諸国で最高率の研究開発税額控除を実施　
1億ユーロを上限として、年間の研究開発費の30％に相当する税控除を行う措置。企業が過去5年間で初めてこの研究開発税額控除を申請する場合、控除率は初年度50％、次年度40％となる。
11． 特許制度の簡略化
→より経済的に：ヨーロッパにおける特許権の及ぶすべての相手国の言語への関連文書の翻訳という要件を撤廃し、25－30％のコスト削減を実現。
→登録を簡単に：特許明細書の提出日をもって特許の登録日とすることが可能。特許請求範囲はあとから提出可能。
→特許権の保護を簡単に：特許権侵害における遡及期間を延長。特許権侵害に対する罰則を強化し、補償を増額。
→手続きを簡単に：特許権者の権利をより強力に保護。
商業開発に関する規制緩和
12． ホテル建設に柔軟な対応
ホテル事業認可の要件撤廃
13． 　
14． ホテル・スーパーマーケットの建設がより自由に
敷地面積1,000平方メートル以下のスーパーマーケット建設は規制対象から除外（従来の上限は300平方メートル）。従来事業の認可に必要とされた当該地の需要の立証という要件も撤廃。商業設備委員会の認可手続きを簡略化・迅速化し、所要時間が半減。
国外からの熟練労働者の誘致―雇用の弾力化と減税
15． 国外からの能力・才能誘致のため、滞在許可3種を新たに創設
→｢コンペタンスエタロン（才能・能力）｣資格による滞在許可証は、経済発展、科学的・知的発展に寄与する人々が対象。家族にも滞在資格が与えられ、就労が可能。
→｢派遣従業員（salarié en mission）｣資格による滞在許可証は、国外からフランスに転属、異動となった従業員が対象で、これによって企業内の才能の移動促進が期待される。また、｢派遣従業員｣の家族には｢コンペタンスエタロン（才能・能力）｣資格者の家族と同様の資格が付与される。
→「フランスへの多大な経済的寄与」資格を与えられた外国人は、家族とともにフランス領土内に10年間の滞在が可能。
16． フランスで就労する外国人従業員のための税率・法律の改善5項目
→国外雇用の手段を多様化：従来グループ企業の従業員に対し、フランス入国前に与えられていた特典が、給与所得者であるなしを問わず、国外からの直接雇用者にも適用。今後こうした直接雇用の促進が期待される。
→海外での所得を非課税化：専門的な職業に従事する派遣従業員に対し、国外で得た副収入、外国在住手当に対する免税額を6年間にわたり50％に引き上げ。
→社会保障負担を軽減：社会保障協定がある場合を除き、派遣従業員の老齢保険の支払いを6年間免除。
→富裕税を免除：国外で保有する資産・不動産にかかる富裕税を5年間免除。
→投資所得の減税：配当、利子、謝礼、株式譲渡に伴うキャピタルゲインなどの｢受動的｣所得については50％を免税。
注）












� 2007年8月21日付：雇用・購買力・労働の促進。2008年向け財務法、2007年10月17日付：ロンドン合意(特許関連)を批准。2008年1月3日付：消費者サービス部門の競争力強化。 2008年2月8日付：購買力強化。2008年2月13日付：公的雇用サービス改革関連。2008年7月4日付：港湾改革の導入。2008年6月25日付：雇用市場の現代化をめざすもの。





� 非営利組織（大学、病院、美術館等）が民間資金を運営にあてるための資金提供機関返還不能の寄付金を資本とし、上述の組織は、その活動のための寄付のみを運営資金としている。





� 特定の状況にあてはまる場合に生じる問い合わせの権利。事前審査における回答は個別事案に対する最終決定であり、法律や行政指導に優先する。このように税制における事前審査制度は、納税者の法的安全性を確保するための合法的かつ公認の、中心的手段である。





� 企業は研究科学技術省あるいは個別の研究分野を担当する公的機関(OSEOなど)に直接コンタクトして、研究プロジェクトの科学性、技術性に基く事前審査を受けることができる。ここで得た回答は、あらゆる税制上の通達等に優先する。





� SAS(sociétés par actions simplifiées)、単純型株式資本会社。SA（société anonyme）、株式会社の単純化された形態。SASでは実態に即した自由度の高い経営陣の構成、経営規則設定が可能。








